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【機密性２】
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【機密性２】
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第２条の二



【機密性２】

機関
名

基準・実施内容 根拠資料

岐
阜
県

県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。

県は、市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体における避難者の受
入能力（施設数、施設概要等）等、広域避難について助言を行うものとする。

県は、災害が発生するおそれがある場合又は災害発生により危険が急迫したとき、地域の住民等を災害から保護するた
め緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並び
に運送すべき場所及び期日を示して、運送を要請するものとする。なお、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公
共機関が正当な理由がないのに要請に応じないときは、特に必要があるときに限り、当該機関に対し、運送を行うべきこと
を指示するものとする。

岐阜県地域防災計画
（一般対策計画）
令和７年３月 岐阜県防
災会議

海
津
市

県及び市は、災害が発生するおそれがある場合又は災害発生により危険が急迫した場合であって、災害の予測規模、避
難者数等に鑑み、市の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断したとき
は、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては
県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、
自ら他の都道府県内の市町村に協議することができる。

海津市地域防災計画
（令和6年11月7日）

愛
知
県

県は、県域を越える避難について、市町村から要求があった場合は、避難先都道府県と協議を行う。県は、市町村から求
められたときは、広域避難に関する事項について助言を行う。

県は、災害が発生するおそれがある場合であって、居住者等の生命又は身体を当該災害から保護するため緊急の必要が
あると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は公共機関に対し、居住者等の運送を要請することができる。

愛知県地域防災計画

－風水害等災害対策計
画－
令和7年5月 愛知県防
災会議

愛
西
市

市は、災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を市内の指定緊急避難場所その他の
避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他
の市町村に滞在させる必要があると認められるときは、当該居住者等の受入については、避難先市町村と直接協議し、他
の都道府県の市町村への受入については、避難先都道府県との協議を県に要求する。

愛西市地域防災計画 ［
風水害等災害対策計画］
令和７年３月

津
島
市

市は、災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を当該市内の指定緊急避難場所その他
の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間
他の市町村に滞在させる必要があると認められるときは、当該居住者等の受入れにつ いては、避難先市町村と直接協議
し、他の都道府県の市町村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。

津島市地域防災計画
令和５年２月

１．地域防災計画における広域避難に関する記載
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【機密性２】

機関
名

基準・実施内容 根拠資料

弥
富
市

市は、災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を市内の指定緊急避難場所その他の避
難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の
市町村に滞在させる必要があると認められるときは、当該居住者等の受入れについては、避難先市町村と直接協議し、他
の都道府県の市町村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。

弥富市地域防災計
画
令和７年２月

蟹
江
町

町は、災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を町内の指定緊急避難場所その他の避
難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の
市町村に滞在させる必要があると認められるときは、居住者等の受入れにつ いては、避難先市町村と直接協議し、他の都
道府県の市町村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。

蟹江町地域防災計
画

－風水害等災害対
策計画－令和７年２
月修正

飛
島
村

村は、災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を村内の指定緊急避難場所その他の避
難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の
市町村に滞在させる必要があると認められるときは、当該居住者等の受入れについては、避難先市町村と直接協議し、他
の都道府県の市町村への受入れについては、避難先都道府県との協議を県に要求する。

飛島村地域防災計
画
令和７年３月

三
重
県

市町が適切に避難指示等を発令するための助言等を行い、市町の避難情報を集約するとともに、県内で大規模な被害の
発生が危惧される台風等の接近が予想される時には、必要に応じ、市町の早期・広域避難を支援する体制を確保する。

災害が発生するおそれがある場合において、地方部を通じて、市町から他の都道府県の市町村への避難者の受入れにつ
いて、当該都道府県の市町村が所在する県との協議を求められた場合、当該都道府県に対して被災者の受入れについて
協議する。

災害が発生するおそれがある場合において、地方部を通じて、市町から大規模な避難者移送の要請を受けたとき等は、災
害時における緊急・救援輸送に関する協定に基づき、（公社）三重県バス協会の協力を得るなどにより、避難者の移送を支
援する。

三重県地域防災計
画
（令和７年３月修正）

桑
名
市

本部長は、災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれがある場合には、必要に応じて避難所を開設し、市民等を一時
的に収容し保護する。なお、被災地域が広範囲で甚大な被害となり、市内に避難所を設置することが困難と判断される場
合は、知事等と協議し、隣接市町等に収容を要請するか、あるいは隣接市町等の建物・土地を借り上げて避難所を開設す
る。

桑名市地域防災計
画
令和７年５月改定

木
曽
岬
町

超大型台風の来襲等による大規模風水害の発生が予想され、広域避難が必要となる場合は、桑員地域２市２町及び県は、
「危機発生時の相互応援に関する協定」及び「三重県市町災害時応援協定」に基づき、相互に協力して「広域避難実施要
領《風水害対策編》」により、広域避難を行う。

木曽岬町地域防災
計画
風水害等対策編
令和７年３月

１．地域防災計画における広域避難に関する記載

4

※赤字：具体的な協定等を踏まえた記載がある箇所
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２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載

災害対策基本法 第六⼗⼀条の四（広域避難の協議等）
市町村⻑は、当該市町村の地域に係る災害が発⽣するおそれがある場合において、予想される災害
の事態に照らし、第六⼗条第⼀項に規定する避難のための⽴退きを指⽰した場合におけるその⽴退
き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者
等の⽣命⼜は⾝体を災害から保護するため当該居住者等を⼀定期間他の市町村の区域に滞在させる
必要があると認めるときは、当該居住者等の受⼊れについて、同⼀都道府県内の他の市町村の市町
村⻑に協議することができる。

出典︓⽊曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト説明会
内閣府説明資料（令和6年10⽉9⽇）

※第２項以降は、次⾴参照
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２ 市町村⻑は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらか
じめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて⾜りる。
３ 第⼀項の場合において、協議を受けた市町村⻑（以下この条において「協議先市町村⻑」という。）は、同項の居住者等（以下「要
避難者」という。）を受け⼊れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け⼊れるものとする。この場合において、
協議先市町村⻑は、同項の規定による滞在（以下「広域避難」という。）の⽤に供するため、受け⼊れた要避難者に対し指定緊急避難場
所その他の避難場所を提供しなければならない。
４ 前項の場合において、協議先市町村⻑は、当該市町村の区域において要避難者を受け⼊れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内
容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
５ 協議先市町村⻑は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第⼀項の規定により協議した市町村⻑（以下この条
において「協議元市町村⻑」という。）に通知しなければならない。
６ 協議元市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公⽰し、及び内閣府令で定める者に通知するとと
もに、都道府県知事に報告しなければならない。
７ 協議元市町村⻑は、広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村⻑及び前項の内閣府令で定める
者に通知し、並びに公⽰するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
８ 協議先市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければなら
ない。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載



災害対策基本法 第六⼗⼀条の五（都道府県外広域避難の協議等）
前条第⼀項に規定する場合において、市町村⻑は、要避難者を⼀定期間他の都道府県内の市町村の
区域に滞在させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府県の知事と当
該要避難者の受⼊れについて協議することを求めることができる。

7

出典︓⽊曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト説明会
内閣府説明資料（令和6年10⽉9⽇）

※第２項以降は、次⾴参照

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載
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２ 前項の規定による要求があつたときは、都道府県知事は、要避難者の受⼊れについて、当該他の都道府県の知事に協議しなければな
らない。
３ 都道府県知事は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理⼤⾂に報告しなければならない。ただし、あ
らかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて⾜りる。
４ 第⼆項の場合において、協議を受けた都道府県知事（以下この条において「協議先都道府県知事」という。）は、要避難者の受⼊れ
について、関係市町村⻑と協議しなければならない。
５ 前項の場合において、協議を受けた市町村⻑（以下この条において「都道府県外協議先市町村⻑」という。）は、要避難者を受け⼊
れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け⼊れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村⻑は、
第⼀項の規定による滞在（以下「都道府県外広域避難」という。）の⽤に供するため、受け⼊れた要避難者に対し指定緊急避難場所その
他の避難場所を提供しなければならない。
６ 前項の場合において、都道府県外協議先市町村⻑は、当該市町村の区域において要避難者を受け⼊れるべき避難場所を決定し、直ち
に、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
７ 都道府県外協議先市町村⻑は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を協議先都道府県知事に報告しなければな
らない。
８ 協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第⼆項の規定により協議した都道府県知事
（以下この条において「協議元都道府県知事」という。）に通知しなければならない。
９ 協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第⼀項の規定により協議することを求めた市
町村⻑（以下この条において「協議元市町村⻑」という。）に通知するとともに、内閣総理⼤⾂に報告しなければならない。
１０ 協議元市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公⽰するとともに、内閣府令で定める者に通知
しなければならない。
１１ 協議元市町村⻑は、都道府県外広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、
及び公⽰するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
１２ 協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内
閣総理⼤⾂に報告しなければならない。
１３ 協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村⻑に通知しなければ
ならない。
１４ 都道府県外協議先市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の内閣府令で定める者に通知し
なければならない。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載



災害対策基本法 第六⼗⼀条の六（市町村⻑による都道府県外広域避難の協議等）
前条第⼀項に規定する場合において、市町村⻑は、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、要
避難者の受⼊れについて、他の都道府県内の市町村の市町村⻑に協議することができる。

9

出典︓⽊曽三川下流部 広域避難実現プロジェクト説明会
内閣府説明資料（令和6年10⽉9⽇）

※第２項以降は、次⾴参照

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載
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２ 市町村⻑は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらか
じめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて⾜りる。
３ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理⼤⾂に報告しなければならない。
４ 第⼀項の場合において、協議を受けた市町村⻑（以下この条において「都道府県外協議先市町村⻑」という。）は、同項の要避難者
を受け⼊れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け⼊れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市
町村⻑は、都道府県外広域避難の⽤に供するため、受け⼊れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければなら
ない。
５ 前項の場合において、都道府県外協議先市町村⻑は、当該市町村の区域において要避難者を受け⼊れるべき避難場所を決定し、直ち
に、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
６ 都道府県外協議先市町村⻑は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第⼀項の規定により協議した市町村⻑
（以下この条において「協議元市町村⻑」という。）に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
７ 協議元市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公⽰し、及び内閣府令で定める者に通知するとと
もに、都道府県知事に報告しなければならない。
８ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理⼤⾂に報告しなければならない。
９ 協議元市町村⻑は、都道府県外広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を都道府県外協議先市町村⻑及び第
七項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公⽰するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
１０ 都道府県外協議先市町村⻑は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第五項の内閣府令で定める者に通知す
るとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
１１ 第九項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理⼤⾂に報告しなければならない。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載
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災害対策基本法 第六⼗⼀条の七（都道府県知事及び内閣総理⼤⾂による助⾔）
都道府県知事は、市町村⻑から求められたときは、第六⼗⼀条の四第⼀項の規定による協議の相⼿⽅その他広

域避難に関する事項について助⾔をしなければならない。

２ 内閣総理⼤⾂は、都道府県知事から求められたときは、第六⼗⼀条の五第⼆項の規定による協議の相⼿⽅そ
の他都道府県外広域避難に関する事項⼜は広域避難に関する事項について助⾔をしなければならない。

災害対策基本法 第六⼗⼀条の⼋（居住者等の運送）
都道府県知事は、都道府県の地域に係る災害が発⽣するおそれがある場合であつて、居住者等の⽣命⼜は⾝体

を当該災害から保護するため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関⼜は指定地⽅公
共機関に対し、運送すべき⼈並びに運送すべき場所及び期⽇を⽰して、居住者等の運送を要請することができる。

２ 指定公共機関⼜は指定地⽅公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、都道
府県知事は、居住者等の⽣命⼜は⾝体を災害から保護するため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公
共機関⼜は指定地⽅公共機関に対し、居住者等の運送を⾏うべきことを指⽰することができる。この場合におい
ては、運送すべき⼈並びに運送すべき場所及び期⽇を書⾯で⽰さなければならない。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載
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災害対策基本法 第四⼗九条の⼗ （避難⾏動要⽀援者名簿の作成）

市町村⻑は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発⽣し、⼜は災害が発⽣するおそれがある場合に
⾃ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に⽀援を要するもの（以下
「避難⾏動要⽀援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難⾏動要⽀
援者について避難の⽀援、安否の確認その他の避難⾏動要⽀援者の⽣命⼜は⾝体を災害から保護するために必要
な措置（以下「避難⽀援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下この条及び次条第⼀項において
「避難⾏動要⽀援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。

２ 避難⾏動要⽀援者名簿には、避難⾏動要⽀援者に関する次に掲げる事項を記載し、⼜は記録するものとする。
⼀ ⽒名
⼆ ⽣年⽉⽇
三 性別
四 住所⼜は居所
五 電話番号その他の連絡先
六 避難⽀援等を必要とする事由
七 前各号に掲げるもののほか、避難⽀援等の実施に関し市町村⻑が必要と認める事項

３ 市町村⻑は、第⼀項の規定による避難⾏動要⽀援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の⽒
名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利⽤の⽬的以外の⽬的のために内部で利⽤
することができる。

４ 市町村⻑は、第⼀項の規定による避難⾏動要⽀援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道
府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載
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２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載

災害対策基本法 第四⼗九条の⼗四 （個別避難計画の作成）

市町村⻑は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難⾏動要⽀援者ごとに、当該避難⾏動要
⽀援者について避難⽀援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）を作成するよう努めなけれ
ばならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難⾏動要⽀援者の同意が得られない場合は、
この限りでない。

２ 市町村⻑は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難⾏動要⽀援者に対し
次条第⼆項⼜は第三項の規定による同条第⼀項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しな
ければならない。

３ 個別避難計画には、第四⼗九条の⼗第⼆項第⼀号から第六号までに掲げる事項のほか、避難⾏動要⽀援者に
関する次に掲げる事項を記載し、⼜は記録するものとする。
⼀ 避難⽀援等実施者（避難⽀援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難⾏動要⽀援者について避難⽀援等
を実施する者をいう。次条第⼆項において同じ。）の⽒名⼜は名称、住所⼜は居所及び電話番号その他の連絡先
⼆ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三 前⼆号に掲げるもののほか、避難⽀援等の実施に関し市町村⻑が必要と認める事項

４ 市町村⻑は、第⼀項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難⾏動要⽀援者の⽒
名その他の避難⾏動要⽀援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利⽤の⽬的以外の⽬的のために内
部で利⽤することができる。

５ 市町村⻑は、第⼀項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事
その他の者に対して、避難⾏動要⽀援者に関する情報の提供を求めることができる。
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２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載

災害救助法 第⼆条 （救助の対象）

この法律による救助（以下「救助」という。）は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、
政令で定める程度の災害が発⽣した市（特別区を含む。以下同じ。）町村（第三項及び第⼗⼀条において「災害
発⽣市町村」という。）の区域（地⽅⾃治法（昭和⼆⼗⼆年法律第六⼗七号）第⼆百五⼗⼆条の⼗九第⼀項の指
定都市（次条第⼆項において「指定都市」という。）にあっては、当該市の区域⼜は当該市の区若しくは総合区
の区域とする。以下この条並びに次条第⼀項及び第⼆項において同じ。）内において当該災害により被害を受け、
現に救助を必要とする者に対して、これを⾏う。

２ 災害が発⽣するおそれがある場合において、災害対策基本法（昭和三⼗六年法律第⼆百⼆⼗三号）第⼆⼗三
条の三第⼀項に規定する特定災害対策本部、同法第⼆⼗四条第⼀項に規定する⾮常災害対策本部⼜は同法第⼆⼗
⼋条の⼆第⼀項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第⼆⼗三条の三第⼆項（同法第⼆⼗四条第⼆項⼜
は第⼆⼗⼋条の⼆第⼆項において準⽤する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により当該本部の所
管区域が告⽰されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村（次項及び第⼗⼀条において「本部所管
区域市町村」という。）の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者
に対しても、救助を⾏うことができる。ただし、前項の規定の適⽤がある場合⼜は同法第⼆⼗三条の三第⼆項の
規定により当該本部の廃⽌が告⽰された場合は、この限りではない。

３ 都道府県知事は、前⼆項の規定による救助を⾏うときは、その旨及び当該救助を⾏う災害発⽣市町村⼜は本
部所管区域市町村の区域を公⽰しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。
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⽔防法 第⼗五条の三 （要配慮者利⽤施設の利⽤者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）
第⼗五条第⼀項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利⽤施設の所有者
⼜は管理者は、国⼟交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利⽤施設の利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速
な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
２ 前項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これ
を市町村⻑に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

３ 市町村⻑は、第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合に
おいて、当該要配慮者利⽤施設の利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認める
ときは、当該要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者に対し、必要な指⽰をすることができる。

４ 市町村⻑は、前項の規定による指⽰を受けた第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者が、正当な理由
がなく、その指⽰に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
５ 第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配
慮者利⽤施設の利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を⾏うとともに、その結果を市町村
⻑に報告しなければならない。
６ 市町村⻑は、第⼆項⼜は前項の規定により報告を受けたときは、第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管
理者に対し、当該要配慮者利⽤施設の利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助⾔⼜
は勧告をすることができる。
７ 第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、国⼟交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利
⽤施設の利⽤者の洪⽔時等の円滑かつ迅速な避難の確保を⾏う⾃衛⽔防組織を置くよう努めなければならない。
８ 第⼀項の要配慮者利⽤施設の所有者⼜は管理者は、前項の規定により⾃衛⽔防組織を置いたときは、遅滞な
く、当該⾃衛⽔防組織の構成員その他の国⼟交通省令で定める事項を市町村⻑に報告しなければならない。当該
事項を変更したときも、同様とする。

２．法における広域避難・避難計画等に関連する記載


